
四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和２年１０月１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第６２号 

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３０年四日市市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（仮予約の申請） 

第８条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の仮予約を行った施設につい

て、使用日の１４日前までに使用許可

を申請しない場合は、当該仮予約はそ

の効力を失うものとする。ただし、四

日市市霞ケ浦第１野球場（以下「霞ケ

浦第１野球場」という。）、霞ケ浦第１

野球場会議室、四日市市霞ケ浦第２野

球場（以下「霞ケ浦第２野球場」とい

う。）、四日市市霞ケ浦第３野球場（以

下「霞ケ浦第３野球場」という。）、中央

フットボール場、四日市市松原野球場

（以下「松原野球場」という。）、四日市

市北条野球場（以下「北条野球場」とい

う。）、四日市市垂坂サッカー場（以下

「垂坂サッカー場」という。）、四日市

市垂坂ソフトボール場（以下「垂坂ソ

フトボール場」という。）、四日市市鈴

鹿川ラグビー・サッカー場（以下「鈴鹿

（仮予約の申請） 

第８条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の仮予約を行った施設につい

て、使用日の１４日前までに使用許可

を申請しない場合は、当該仮予約はそ

の効力を失うものとする。ただし、四

日市市霞ケ浦第１野球場（以下「霞ケ

浦第１野球場」という。）、霞ケ浦第１

野球場会議室、四日市市霞ケ浦第２野

球場（以下「霞ケ浦第２野球場」とい

う。）、中央フットボール場、四日市市

松原野球場（以下「松原野球場」とい

う。）、四日市市北条野球場（以下「北条

野球場」という。）、四日市市垂坂サッ

カー場（以下「垂坂サッカー場」とい

う。）、四日市市垂坂ソフトボール場（以

下「垂坂ソフトボール場」という。）、四

日市市鈴鹿川ラグビー・サッカー場（以

下「鈴鹿川ラグビー・サッカー場」とい

う。）、四日市市鈴鹿川河原田野球場（以



川ラグビー・サッカー場」という。）、四

日市市鈴鹿川河原田野球場（以下「鈴

鹿川河原田野球場」という。）、四日市

市鈴鹿川河原田ソフトボール場（以下

「鈴鹿川河原田ソフトボール場」とい

う。）及び四日市市本郷河川敷グラウン

ド（以下「本郷河川敷グラウンド」とい

う。）については、使用日の３０日前ま

でとする。 

 

下「鈴鹿川河原田野球場」という。）、四

日市市鈴鹿川河原田ソフトボール場

（以下「鈴鹿川河原田ソフトボール場」

という。）及び四日市市本郷河川敷グラ

ウンド（以下「本郷河川敷グラウンド」

という。）については、使用日の３０日

前までとする。 

（使用の許可） 

第９条 指定管理者は、運動施設の使用

を許可したときは、専用使用の場合に

あっては四日市市公共施設使用許可書

（第４号様式）を、個人使用の場合に

あっては、四日市市運動施設個人使用

券（第５号様式から第１０号様式まで）

を申請者に交付するものとする。 

２ （略） 

 

（使用の許可） 

第９条 指定管理者は、運動施設の使用

を許可したときは、専用使用の場合に

あっては四日市市公共施設使用許可書

（第４号様式）を、個人使用の場合に

あっては、四日市市運動施設個人使用

券（第５号様式から第７号様式まで）

を申請者に交付するものとする。 

２ （略） 

（使用の変更等） 

第１０条 使用者は、使用許可書に記載

された事項を変更し、又は使用を取り

消そうとするときは、四日市市公共施

設使用変更（取消）・還付申請書（第１

１号様式。以下「変更・還付申請書」と

いう。）に使用許可書を添えて、指定管

理者に申請しなければならない。 

２ （略） 

 

（使用の変更等） 

第１０条 使用者は、使用許可書に記載

された事項を変更し、又は使用を取り

消そうとするときは、四日市市公共施

設使用変更（取消）・還付申請書（第８

号様式。以下「変更・還付申請書」とい

う。）に使用許可書を添えて、指定管理

者に申請しなければならない。 

２ （略） 

（利用料金の減免） 

第１１条 利用料金の減免を受けようと

 （利用料金の減免） 

第１１条 利用料金の減免を受けようと



する者は、四日市市公共施設利用料金

減免申請書（第１２号様式）に減免を

必要とする理由を記載し、指定管理者

に申請しなければならない。 

 

する者は、四日市市公共施設利用料金

減免申請書（第９号様式）に減免を必

要とする理由を記載し、指定管理者に

申請しなければならない。 

 （利用料金の還付） 

第１４条 指定管理者は、条例第９条た

だし書の規定により、使用者が次の表

の左欄に掲げる場合に該当するとき

は、既納の利用料金（設備器具及び備

付物品の利用料金を含む。）について、

それぞれ同表の右欄に掲げる額を還付

することができる。 

（利用料金の還付） 

第１４条 指定管理者は、条例第９条た

だし書の規定により、使用者が次の表

の左欄に掲げる場合に該当するとき

は、既納の利用料金（設備器具及び備

付物品の利用料金を含む。）について、

それぞれ同表の右欄に掲げる額を還付

することができる。 

 還付する場合 還付する額   還付する場合 還付する額  

 （略）   （略）  

 使用日の１４日前ま

でに使用許可の取消

しを申し出た場合に

おいて、指定管理者

が相当の理由がある

と認めたとき。ただ

し、霞ケ浦第１野球

場、霞ケ浦第１野球

場会議室、霞ケ浦第

２野球場、霞ケ浦第

３野球場、中央フッ

トボール場、松原野

球場、北条野球場、

垂坂サッカー場、垂

坂ソフトボール場、

鈴鹿川ラグビー・サ

ッカー場、鈴鹿川河

（略）   使用日の１４日前ま

でに使用許可の取消

しを申し出た場合に

おいて、指定管理者

が相当の理由がある

と認めたとき。ただ

し、霞ケ浦第１野球

場、霞ケ浦第１野球

場会議室、霞ケ浦第

２野球場、中央フッ

トボール場、松原野

球場、北条野球場、垂

坂サッカー場、垂坂

ソフトボール場、鈴

鹿川ラグビー・サッ

カー場、鈴鹿川河原

田野球場、鈴鹿川河

（略）  



原田野球場、鈴鹿川

河原田ソフトボール

場及び本郷河川敷グ

ラ ウ ン ド に つ い て

は、使用日の３０日

前までとする。 

原田ソフトボール場

及び本郷河川敷グラ

ウンドについては、

使用日の３０日前ま

でとする。 

 （略）   （略）  

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（指定管理者による管理） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、

指定管理者が管理する運動施設は、次

の各号に掲げる全ての運動施設とす

る。 

(1)から(3)まで （略） 

(4) 霞ケ浦第３野球場 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) （略） 

（指定管理者による管理） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、

指定管理者が管理する運動施設は、次

の各号に掲げる全ての運動施設とす

る。 

(1)から(3)まで （略） 

 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 



(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

 

 

改正後 

別表第２（第８条関係） 

システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日 

（略） 

霞ケ浦第１野球場、霞ケ浦第２野球場、

霞ケ浦第３野球場、北条野球場、松原野

球場、鈴鹿川河原田野球場、鈴鹿川河原

田ソフトボール場及び垂坂ソフトボール

場 

（略） 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第２（第８条関係） 

システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日 

（略） 

霞ケ浦第１野球場、霞ケ浦第２野球場、

北条野球場、松原野球場、鈴鹿川河原田

野球場、鈴鹿川河原田ソフトボール場及

び垂坂ソフトボール場 

（略） 

備考 （略） 

 



第６号様式から第９号様式までを次のように改める。 

 



 
 

第６号様式（第９条関係） 

（表紙表） 

運動施設共通回数使用券         № 
 
  使用できる施設  中央第２体育館    中央陸上競技場 
           霞ケ浦プール     松原テニスコート 

   三滝武道館      楠体育館 
                

  有 効 期 間      年  月  日まで 

                          

 円 
           （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効   

                     指定管理者    

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、次のとおりとします。 
 
    １回２時間につき１枚 
 
 
２ 入退場及び係員が求めたときは、本券を提示してくださ
い。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

 

（回数使用券） 

  

運動施設共通回数使用券 

 

使用日         退場時刻 

ｓ 



 
 

第７号様式（第９条関係））                 霞ヶ浦プール 

（表紙表） 

発行日  年  月  日 

 

一般・中学生以下  （人数 人） 

（高校生以上・０才から） 

金 額     円 

購入時間   時   分 

退出時間  時  分 

四日市市霞ヶ浦プール 

                             

 

霞ヶ浦プール（身体障害者） 

発行日   年  月  日 

身体障害者 

 一般・中学生以下 （人数 人） 

（高校生以上・０才から） 

金 額     円 

購入時間   時   分 

退出時間  時  分 

四日市市霞ヶ浦プール 

                   
 



 
 

第８号様式（第９条関係）                 松原テニスコート 

（表紙表） 

発行日 年 月 日                        №     

四 日 市 市 運 動 施 設 

一般・中学生以下 使用券 

                            人  

                           円 

                      （上記金額には消費税等を含んでいます） 

退場時刻    時   分     

 入場時刻  時  分  

※ 本券切離し無効   

                四日市市 市長 

 

 

 

 

  



 
 

第９号様式（第９条関係）                 温水プール 

（表紙表） 

温水プール 

個人使用券 

              No 

        

       円 

（上記金額には消費税等を含んでいます） 

指定管理者 

 

 

 

  



第９号様式の次に次の３様式を加える。 



 
 

第１０号様式（第９条関係）                   温水プール 

 

（表紙表） 

温水プール回数使用券 

 

    有効期間    年  月  日   まで 

 

円 

      （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効     

指定管理者     

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、つぎのとおりとします。 
  １回につき１枚 
 
２ 入退場時及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

（回数使用券） 

  

温水プール回数使用券 

 

   使用日         

 

                                      № 

  

 



 
 

第１１号様式（第10条関係） 

四日市市公共施設利用変更（取消）・還付申請書  

  年  月  日  

利用者番号             

利用者名／団体名  

申 請 者            印  

住 所  

電話番号  

次のとおり、使用料の変更（取消）・還付を申請します。  

 施 設    

 
 調 定 額  納 入 済 額  還 付 対 象 額   

 円  円  円  
 

 

 No 施設内の場所 利用日時 状態  取消・変更理由 
還 付
対象額  還付率  還付額  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 返還額・還付額 円   

 

 



 
 

第１２号様式（第11条関係） 

四日市市公共施設利用料金等減免申請書  

年  月  日  

 
利用者番号  

           

利用者名／団体名  

住 所  

電話番号  

次のとおり、使用料の減免を受けたいので申請します。  

 受 付 番 号    

 施 設    

 施設内の場所   

 利 用 目 的    

 （行事名称）   

 利 用 日 時  年  月  日（  曜）  時  分～  時  分   

 
利 用 料 金  

減免 前利 用料  減 免 額  合 計   

 円  円  円   

 減 免 理 由    

   

 



   附 則 

この規則は、令和２年１０月 1 日から施行する。 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課） 


